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清潔は「ルールを徹底し守ること」が大事です。 

現在の状況を一度確認し、皆さんで話し合ってみましょう。 

今の様子を写真に撮って、それを元に話し合うと、問題点が整

理できます。 

ルールを再確認する良い機会になりますよ！ 

 歯ブラシ、歯間ブラシ、その他の口腔ケア用品は個別の使用です。 

管理も個別に行いましょう。 

 歯ブラシなどの口腔ケア用品は、利用者の方の口腔内で使用するものです。

万が一、口から入った場合に有害となるような薬品・薬液で消毒して使う 

ことはお勧めしません。  

 使用後はその都度よく水洗いし、しっかり拭いて乾燥した状態で保管します。

ブラシの毛先が開いて汚れが目立つようであれば、適時交換しましょう。 

その他 

 コップに歯ブラシを立てておく場合は、水気をよく切って毛先の部分を 

上にしておきましょう。 

 洗面所に何人かの口腔ケア用品をまとめて置いてある場合は、ご本人または

介助者が、他の人の物を誤って使用したり、ケアの後に返却場所を間違える

ことがないように、保管場所や保管方法についても検討しましょう。 


